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自転車活用推進研究会 

 

 

 

 
 

 
  

  

自転車利用者の声を結集し、日本で本来のゆとりと心の豊かさを実現する｢自転車社会｣

をめざして、特定非営利活動法人（NPO法人）自転車活用推進研究会を設立します。 

現在、東京都に認可を申請中で、認可され次第、本格的な活動を開始します。 
 

 自転車を活用すると― 

 提出した設立趣旨書では、自転車の活用を推進することによって期待される環境･健康･

交通･経済の各分野における効果として、次の４点を挙げました。 

 ⑴短距離移動の手段をクルマから自転車に転換させることで、化石燃料の消費を減少さ

せる。 

 ⑵予防医療の観点から運動負荷を自在に制御できる自転車こぎは、健康維持だけでなく、

成人病予防に寄与する。 

 ⑶５km未満の移動が半分以上占めるク

ルマに比べ、道路占有･駐車面積の少

ない自転車の活用は、交通渋滞など都

市問題解決に寄与する。 

 ⑷自転車は製造･走行の際のエネルギー

消費が少ないうえ、環境汚染ももたら

さない。さらに健康増進による国民医

療費の抑制につながる。 
 

こんな活動をします 

 こうした利点を持つ自転車の活用推進

のために、研究会の活動として、次の７項目を掲げています。 

 ①歩行者、クルマと分離された安全な自転車走行空間の確保 

 ②駅前および中心市街地における駐輪空間の確保 

 ③環境、健康、交通、経済面で優れた交通手段である自転車の正しい利用法の普及 

 ④自転車通勤の奨励とそれを支援する制度の確立促進 

 ⑤自転車活用政策の立案とその実行への提案、提言 

 ⑥自転車利用者の交流を深め、利用者の意見を集約、政策に反映 

 ⑦自転車利用者自身による法律遵守など、｢自転車社会｣にふさわしい環境整備 
 

会員になって活動しませんか 

自転車活用推進研究会は2000年に任意団体として設立され、総合的、一元的自転車政策

の確立に向けて検討を続け、2004年までに報告書を4回まとめ、公表してきました。また、

2003年からは｢エコサイクル・マイレージ｣、2005年からは｢自転車DO!｣に取り組んでいます。

今回、これらの活動をさらに拡大、底辺を広げるため、会員制のNPO法人としての認可を申

請しました。 

現在、正会員、賛助会員を募集中です。NPO法人の趣旨をご理解のうえ、ともに活動いた

だけますよう、参加をお願いいたします。(申し込み方法、会員の特典などは３ページに) 
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